
京都府介護員養成研修に関する要綱 新旧対照表 

現行 改正 備考 

京都府介護員養成研修に関する要綱 

 

平成３１年４月１日施行 

 

（目的等） 

第１条 （略） 

２ 介護員養成研修については、介護保険法（平成９年法

律第１２３号。以下「法」という。）、 介護保険法施行令

（平成１０年政令第４１２号。以下「政令」という。）及

び介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号  

）に定めるもののほか、この要綱の 

定めるところによる。 

 

 

京都府介護員養成研修に関する要綱 

 

令和５年４月１日施行 

 

（目的等） 

第１条（略） 

２ 介護員養成研修については、介護保険法（平成９年法

律第１２３号。以下「法」という。）、 介護保険法施行令

（平成１０年政令第４１２号。以下「政令」という。）及

び介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の

定めるところによる。 

 

 

 

 

第 22条及び第 30条にお

いて「規則」としており、

準用規定漏れ。 



 

現行 改正 備考 

（研修科目の免除） 

第２５条  （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる課程に

応じ、当該各号に定める者については、その申請によ

り当該者について別表３に規定する研修科目に限り

免除することができる。この場合においては、あらか

じめ、免除する者の範囲を学則に規定し、研修を受講

する者に明示しなければならない。 

（１） 介護職員初任者研修課程 

  ア （略） 

イ 入門的研修（「介護に関する入門的研修の実施

について」（平成３０年３月３０日社援基発第０

３３０第１号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課

長通知）に規定するものをいう。以下同じ。）を

修了した者。ただし、基礎講座及び入門講座の両

講座を修了している者に限る。 

  ウ 認知症介護基礎研修（「認知症介護実践者等養

成事業の実施について」（平成１８年３月３１日

老発第０３３１０１０号厚生労働省老健局長通

知）に規定するものをいう。以下同じ。）を修了

した者 

 

（研修科目の免除） 

第２５条  （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる課程に

応じ、当該各号に定める者については、その申請によ

り当該者について別表３に規定する研修科目に限り

免除することができる。この場合においては、あらか

じめ、免除する者の範囲を学則に規定し、研修を受講

する者に明示しなければならない。 

（１） 介護職員初任者研修課程 

ア （略） 

イ 入門的研修（ 介護に関する入門的研修の実施

について （平成３０年３月３０日社援基発第０

３３０第１号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課

長通知）に規定するものをいう。以下同じ。）を

修了した者。ただし、基礎講座及び入門講座の両

講座を修了している者に限る。 

ウ 認知症介護基礎研修（ 認知症介護実践者等養

成事業の実施について （平成１８年３月３１日

老発第０３３１０１０号厚生労働省老健局長通

知）に規定するものをいう。以下同じ。）を修了

した者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修の実施根拠となる

通知文の引用に係る記

載を改める。 



現行 

 

（２） 生活援助従事者研修課程を修了した者 

  ア （略） 

   イ 訪問介護に関する３級課程（「介護保険法施 

行規則の一部を改正する省令（平成２４年厚生

労働省令第２５号）」による改正前の介護保険

法施行規則 

第２２条の２３に規定するものをいう。以下同

じ。）を修了した者 

 

 

 

 

 

改正 

 

（２） 生活援助従事者研修課程を修了した者 

  ア （略） 

   イ 訪問介護に関する３級課程（  介護保険法施 

行規則の一部を改正する省令（平成２４年厚生

労働省令第２５号）  による改正前の     

規則（以下「改正前の規則」という。）

第２２条の２３に規定するものをいう。以下同

じ。）を修了した者 

備考 

 

 

 

資格の実施根拠となる

規則の引用に係る記載

を改める。 

第 37 条において同一の

規定があることから準

用規定を設ける。 



 

現行 改正 備考 

（みなし規定） 

第３７条 次の各号に掲げる者は、この要綱に規定する

介護職員初任者研修課程を修了した者とみなす。 

 （１）「介護保険法施行規則の一部を改正する省令（平

成２４年厚生労働省令第２５号）」による改正前の   

介護保険法施行規則第２２条の２３に規定する介

護職員基礎研修課程、訪問介護員養成研修１級課程

及び訪問介護員養成研修２級課程修了者 

 （２） （略） 

 （３） （略） 

 

２ 次の各号に掲げる者は、この要綱に規定する生活援

助従事者研修課程を修了した者とみなす。 

 （１）「介護保険法施行規則の一部を改正する省令（平

成２４年厚生労働省令第２５号）」による改正前の   

介護保険法施行規則第２２条の２３に規定する介

護職員基礎研修課程、訪問介護員養成研修１級課程

及び訪問介護員養成研修２級課程修了者 

 （２） （略） 

 （３） （略） 

 （４） （略） 

 

（みなし規定） 

第３７条 次の各号に掲げる者は、この要綱に規定する

介護職員初任者研修課程を修了した者とみなす。 

（１）                           

                 改正前の 

規則第２２条の２３に規定する介

護職員基礎研修課程、訪問介護員養成研修１級課程

及び訪問介護員養成研修２級課程修了者 

 （２） （略） 

 （３） （略） 

 

２ 次の各号に掲げる者は、この要綱に規定する生活援

助従事者研修課程を修了した者とみなす。 

 （１） 

        改正前の              

規則第２２条の２３に規定する介

護職員基礎研修課程、訪問介護員養成研修１級課程

及び訪問介護員養成研修２級課程修了者 

 （２） （略） 

 （３） （略） 

 （４） （略） 

 

附 則 
（施行期日） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

第１条及び第 25 条にお

いて準用規定を設けた

ことによる改正 

 

 

 

 

 

 

 

第１条及び第 25 条にお

いて準用規定を設けた

ことによる改正 


